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関東電友会東京無線支部運営細則           (令和５年６月２３日一部改訂) 

 

 

（名称・事務所） 

第１条  本支部は関東電友会東京無線支部（以下支部という）と称し、支部および事務所

を東京都目黒区中央町 1-11-7 NTTコミュニケーションズ唐ヶ崎ビル内に置く。 

（会員） 

第２条  本支部は関東電友会会則（以下会則という）第２条に該当する者のうち、当支部

に入会を希望する者をもって組織する。 

（事業） 

第３条  本支部は、会則に規定する目的にのっとり、次の事業を行う。 

   (1) 支部総会の開催 

   (2) 新春懇談会、地区懇談会等の開催。 

   (3) 支部会報の発行 

   (4) サークル活動の実施。 

   (5) 慶祝及び弔慰等。 

   (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。 

（役員） 

第４条  本支部は次の役員を置く。 

    支部長         １名 

    副支部長        ２名 

    監事          １名ないし２名 

    常任幹事        ５名（会計専任及び各地区１名） 

    幹事         １３名 

    常任幹事（会計専任を除く）及び幹事の地区別区分 

       東京地区（関東以外を含む）  ４名 

       神奈川地区          ４名 

       千葉地区（茨城を含む）    ５名 

       埼玉地区（栃木・群馬を含む） ４名 

（役員の選任） 

第５条  役員の選任は次による。 

   (1) 支部長・副支部長・監事は支部総会において決定する。 

   (2) 常任幹事・幹事は支部長が指名する。 

   (3) 役員を選任する場合は、原則として前事業年度末の年齢が７５歳未満である者と

する。 

（役員の任務） 

第６条  支部長は支部を代表し、会務をつかさどるとともに、総会・役員会及び常任幹事

会を召集し、その議長となる。 
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   ２ 副支部長は支部長を補佐し、支部長が支障ある時は、その職務を代行する。 

   ３ 監事は支部の会務ならびに会計を監査し、役員会及び総会に報告する。 

   ４ 常任幹事・幹事は役員会の決定に従い会務を処理する。 

    また、常任幹事は会計をあわせ担当する。 

（役員の任期及び報酬） 

第７条  役員の任期は２ヶ年とし再任を妨げない。役員に欠員を生じたときは補充するこ

とができ任期はその残存期間とする。また、役員は無報酬とする。 

（総会） 

第８条  定期総会は原則として、毎年６月に支部長が招集して開催し、参加した会員によ

り構成する。また、役員会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。 

(1) 議案は参加した会員の過半数により決する 

(2) やむを得ない理由により集合形式による総会が開催できない場合は、役員会の決

定をもって「書面による総会」等他の形式でも開催することができる。 

(3) 総会に当たっては「総会開催案内」、会報「むせん」に掲載する「議案書」を全会 

 員に事前に送付する。 

   ２ 総会は次の事項を議決する 

    (1) 事業報告および決算 

    (2) 事業計画及び予算 

    (3) 支部運用細則の変更 

    (4) 支部長、副支部長、監事の選任 

    (5) その他の重要事項 

（会議） 

第９条  会務の執行に必要な事項を審議するため、役員会および常任幹事会を設置し以下

により運営する 

２ 役員会 

(1) 役員会は支部長・副支部長・監事・常任幹事・及び幹事をもって組織し、会務 

の執行に必要な事項を審議決定する。 

     (2) 役員会は必要に応じ支部長が召集する 

     (3) 役員会は役員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。 

   ３ 常任幹事会 

(1) 常任幹事会は支部長、副支部長、幹事および常任幹事をもって組織し、会務 

の執行に関する事項を審議する 

(2) 常任幹事会は必要に応じ支部長が召集する 

   ４ 役員会及び常任幹事会は「集合形式」または、電子媒体を利用した「オンライン

会議」により行う。 

（顧問・参与・相談役） 

第１０条 本支部に顧問・参与・相談役を置くことができる。 

(1) 顧問、参与はＮＴＴ及びＮＴＴグループ会社の現職者の中から支部長が委嘱する。 
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(2) 相談役は、役員会の推薦により支部長が委嘱する。 

（賛助会員） 

第１１条 本支部の趣旨に賛同し、本支部の活動に協力する団体の代表者とする。 

（喜寿・米寿・白寿） 

第１２条 喜寿（７７歳）・米寿（８８歳）・白寿（９９歳）の祝状と記念品を総会において

贈呈する。 

２ 記念品については、そのつど役員会において協議のうえ決定する。 

（会員死亡に伴うお悔やみ・病気見舞金） 

第１３条 会員死亡に伴うお悔やみ、及び病気見舞金は下記により支部長名により贈呈する。 

(1) 会員死亡の場合 

         お悔やみの手紙    

(2) 会員が病気で１ヶ月以上入院、またはこれに準ずる場合 

         見舞金  ５，０００円 

      (3) 会員が長期に亘る病気等の場合は役員会の決議により更に適宜の見舞を行う。 

（会費等） 

第１４条 本支部の経費は、会費・賛助会費・寄付金及びその他の収入をもってこれにあて

る。 

    (1) 会費は１ヶ年３，５００円（本部費５００円を含む）とし、総会当日までに支

部に払い込むものとする。 

      (2) 新たに会員となる者は、入会時に１，５００円の入会金（本部費５００円を含

む）を納入するものとする。 

      (3) 行事等のため必要ある場合は、役員会にはかり、随時会費を徴収することがで

きる。 

(4) ２０年以上本会会員であった者で、８８歳に達した会員は会費を免除する。 

(5) 夫婦とも東京無線支部会員の場合は、うち１名の年会費を１，０００円とする。

(6) 本支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（会費不払者の取扱） 

第１５条 会員は会費を滞納し、督促あるも未納の場合は、原則として翌年度から会員の資

格を失う。 

（その他） 

第１６条 本会則でいう年齢は、年度末（３月３１日）現在の年齢とする。 

第１７条 この運営細則に定めない事項については、役員会において決定実施する。 

 

付則   第 1項～第 22項まで省略 

   

  23. 本細則の変更（第３条、第８条、第９条、第１１条、第１４条、第１５条）は、平

成２９年６月１７日開催の支部総会に上程可決されたものをうけて実施する。 

（支部施策の見直し、および本部会則の変更に伴う改定） 
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    24. 本細則の変更（４条）は令和２年８月２９日開催の第３回役員会において、第５２

回支部総会（書面審議）の可決を確認したことをうけて実施する。 

  25. 本細則の変更（８条）は令和３年６月１９日開催の第１回役員会において、第５３

回支部総会の可決を確認したことをうけて実施する。 

  26. 本細則の変更（９条）は令和４年６月１８日開催の第２回役員会において、第５４

回支部総会の可決を確認したことをうけて実施する。 

  27. 本細則の変更（第１条）は令和５年６月２３日開催の支部総会に上程可決されたも

のを受けて実施する。（支部移転に伴う改定） 

 

 


